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はじめに 

２０１６年４月の電力小売全面自由化に際しては、大手電力会社（旧一般電気

事業者）による「規制なき独占」に陥る事態を防ぐため、低圧需要家向けの小売

規制料金について経過措置を講じ、２０２０年３月末までは、全国すべての地域

において、従来と同様の規制料金（経過措置料金）が存続することが、改正電気

事業法において規定され、それに基づき現時点においても経過措置料金が維持

されている。 

 本経過措置は、原則として２０２０年３月末をもって撤廃されることとなる

一方、改正電気事業法においては、「適正な競争関係が確保されていないことそ

の他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が

特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定する」供給区域について

は、同年４月以降も、経過措置料金が引き続き存続することとなる。経済産業大

臣による指定に当たり、多数の需要家が契約している経過措置料金を撤廃する

場合の実務的な課題等については多岐にわたるため、それぞれの検討課題の性

質に応じ、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会においてそれぞれ

検討を行ってきた。具体的には、２０１７年１０月以降、電力・ガス基本政策小

委員会においては、経過措置に関する課題として、経過措置料金に組み込まれた

三段階料金や燃料費調整等の諸制度の他、経過措置料金に関連した最終保障供

給や常時バックアップの仕組み等について計１０回にわたり検討を行う一方、

電力・ガス取引監視等委員会においては、「電気の経過措置料金に関する専門会

合」において、経過措置適用区域の指定及び解除基準（以下「経過措置適用区域

指定等基準」という。）や、経過措置撤廃後の事後監視等について、計９回にわ

たり検討を行ってきた。 

この度、電力・ガス基本政策小委員会及び電気の経過措置料金に関する専門会

合におけるこれまでの議論によって、経過措置に関する課題や、経過措置適用区

域指定等基準等について一定の結論が得られたことから、本報告書においてそ

れらの取りまとめを行う。 
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（参考）電気事業法等の一部を改正する法律 附則（平成二六年六月一八日法律

第七二号） 抄1 

（みなし小売電気事業者の供給義務等） 

第十六条 みなし小売電気事業者は、当分の間、正当な理由がなければ、当該み

なし小売電気事業者に係る旧電気事業法第六条第二項第三号の供給区域（離

島（新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。）を除く。以

下この項において同じ。）であって、小売電気事業者間の適正な競争関係が確

保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の

利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指

定するもの（以下「指定旧供給区域」という。）における一般の需要（みなし

登録特定送配電事業者が特別小売供給（附則第二十三条第一項に規定する特

別小売供給をいう。）を開始した旧供給地点（附則第二十三条第一項に規定す

る旧供給地点をいう。）における需要及び特定規模需要（旧電気事業法第二条

第一項第七号に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。）を除く。）であ

って次に掲げるもの以外のもの（次条第二項において「特定需要」という。）

に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給（以下「特定小売供給」とい

う。）を拒んではならない。 

 一～二  

２ 経済産業大臣は、指定旧供給区域について前項に規定する指定の事由がなく

なったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を

解除するものとする。 

３～５ （略） 

６ 経済産業大臣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日（次項

において「平成二十七年改正法施行日」という。）前においても、第一項並び

に附則第二十五条の五及び第二十五条の十第四項の規定の例により、指定旧

供給区域を指定することができる。 

７ （略） 

  

                                                   
1 施行日は２０２０年４月１日。ただし、第十二条中電気事業法等の一部を改正する法律

（以下「平成二十六年改正法」という。）附則第十六条に二項を加える改正規定（第六項

に係る部分に限る。）は、２０１９年４月１日。 



5 

 

 

（参考）各課題類型の検討体制 

 

１．経過措置適用区域指定等基準について 

電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第４７号）第１２

条の規定による改正後の電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律

第７２号）附則第１６条第１項及び第２項に規定する指定旧供給区域の指定及

び指定解除に係る基準については、別紙「電力・ガス取引監視等委員会 意見

回答」及び「電気の経過措置料金に関する専門会合とりまとめ」（以下、「監視

委とりまとめ」という。）を踏まえると、下記のとおりとすることが適当であ

る。 

 

第１ 改正法附則第１６条第１項の経済産業大臣の指定 

改正法附則第１６条第１項の経済産業大臣の指定については、同項に指定の基準が規定

されているところであり、より具体的には、次に掲げる事項その他の事情を総合して判断

し、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されていないことにより、改正法第１条の

規定による改正前の電気事業法（以下「旧電気事業法」という。）第６条第２項第３号の

供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる場合とする。 

なお、その判断に当たっては、原則として、低圧分野における直近の事情を用いること

とし、（１）に掲げる事項に関する判断に当たっては、小売電気事業者の切替え（以下

「スイッチング」という。）等に関する電気の使用者の認識度を調査したアンケートの結
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果及び当該供給区域におけるスイッチングの動向その他の事情を総合的に勘案し、（２）

に掲げる事項に関する判断に当たっては、当該供給区域に係るみなし小売電気事業者と競

争関係にある有力で独立した複数の小売電気事業者の存在、当該みなし小売電気事業者と

競争関係にある小売電気事業者の追加的な供給能力の確保の見込みその他の事情を総合的

に勘案し、（３）に掲げる事項に関する判断に当たっては、（２）に掲げる事項に関する判

断を踏まえつつ、当該供給区域における小売電気事業者間の電気の調達に係る公平性、ス

イッチングを円滑にする仕組み及び体制の整備状況その他の事情を総合的に勘案すること

とする。 

 

（１） 当該供給区域に係るみなし小売電気事業者によって小売供給に係る料金の値上げその

他当該供給区域の電気の使用者の利益を阻害するおそれがある行為が行われた際、当

該供給区域の電気の使用者が当該みなし小売電気事業者以外の小売電気事業者から小

売供給を受けようとする蓋然性。 

（２） 当該供給区域における小売電気事業者間の競争関係によって、当該供給区域に係るみ

なし小売電気事業者が小売供給に係る料金の値上げその他当該供給区域の電気の使用

者の利益を阻害するおそれがある行為を行うことが十分に抑制される蓋然性。 

（３） 当該供給区域における小売電気事業者間の適正な競争関係が長期的に継続する蓋然

性。 

 

第２ 改正法附則第１６条第２項の経済産業大臣の指定の解除 

改正法附則第１６条第１項の経済産業大臣の指定の解除については、同項に解除の基準

が規定されているところであり、より具体的には、次に掲げる事項その他の事情を総合し

て判断し、小売電気事業者間の適正な競争関係が確保されたことにより、旧電気事業法第

６条第２項第３号の供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認め

られなくなった場合とする。 

なお、その判断に当たっては、原則として、低圧分野における直近の事情を用いること

とし、（１）に掲げる事項に関する判断に当たっては、スイッチング等に関する電気の使

用者の認識度を調査したアンケートの結果及び当該供給区域におけるスイッチングの動向

その他の事情を総合的に勘案し、（２）に掲げる事項に関する判断に当たっては、当該供

給区域に係るみなし小売電気事業者と競争関係にある有力で独立した複数の小売電気事業

者の存在、当該みなし小売電気事業者と競争関係にある小売電気事業者の追加的な供給能

力の確保の見込みその他の事情を総合的に勘案し、（３）に掲げる事項に関する判断に当

たっては、（２）に掲げる事項に関する判断を踏まえつつ、当該供給区域における小売電

気事業者間の電気の調達に係る公平性、スイッチングを円滑にする仕組み及び体制の整備

状況その他の事情を総合的に勘案することとする。 
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（１） 当該供給区域に係るみなし小売電気事業者によって小売供給に係る料金の値上げその

他当該供給区域の電気の使用者の利益を阻害するおそれがある行為が行われた際、当

該供給区域の電気の使用者が当該みなし小売電気事業者以外の小売電気事業者から小

売供給を受けようとする蓋然性。 

（２） 当該供給区域における小売電気事業者間の競争関係によって、当該供給区域に係るみ

なし小売電気事業者が小売供給に係る料金の値上げその他当該供給区域の電気の使用

者の利益を阻害するおそれがある行為を行うことが十分に抑制される蓋然性。 

（３） 当該供給区域における小売電気事業者間の適正な競争関係が長期的に継続する蓋然

性。 

２．経過措置適用区域指定等基準に照らした競争状況の評価について 

監視委とりまとめを踏まえると、経過措置適用区域指定等基準に照らした競

争状況の評価については下記のとおりとすることが適当である。 

 

（東京電力2及び関西電力の供給区域3） 

当該供給区域に係るみなし小売電気事業者によって小売料金の値上げその他

電気の使用者の利益を阻害するおそれがある行為が行われた際の当該供給区域

における電気の使用者が当該みなし小売電気事業者以外の小売電気事業者から

小売供給を受けようとする蓋然性（以下「消費者等の電気の使用者の状況」とい

う。）については、消費者の自由化に関する認知度は両供給区域とも高い水準と

なっており、スイッチングに関する意識は向上していることから一定の充足が

認められる。一層の促進に向けて検討の余地はあるものの、総じて、競争者の状

況によっては、競争が機能する環境へと進みつつある。 

小売電気事業者間の競争関係によって当該供給区域に係るみなし小売電気事

業者が小売料金の値上げその他当該供給区域の電気の使用者の利益を阻害する

おそれがある行為を行うことが十分に抑制される蓋然性（以下「競争圧力」とい

う。）に関しては、当該供給区域における競争はそれぞれ相当程度進展している

ものの、現状では、まだ十分とまでは認められない。すなわち、当該供給区域に

係るみなし小売電気事業者と競争関係にある有力4で独立5した小売電気事業者

が一者存在すると認められるものの、現時点でそれが複数存在するなど競争圧

力が十分に存在するとまでは認められず、みなし小売電気事業者が値上げ等を

行うことが十分に抑制される蓋然性が高いと認められる程度に競争が進展して

                                                   
2 東京電力エナジーパートナー株式会社をいう。以下２．において同じ。 
3 旧電気事業法第６条第２項第３号の供給区域をいう。以下２．において同じ。 
4,5 それぞれの要件の考え方については監視委とりまとめを参照。 
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いるとまでは認められない。なお、当該供給区域に係るみなし小売電気事業者と

競争関係にある小売電気事業者の供給能力の追加的な確保の見込み（以下「競争

者が利用可能な供給余力」という。）については、電力広域的運営推進機関によ

る最新の供給計画とりまとめも踏まえ、現時点では、基本的には問題はないと考

えられる。 

小売電気事業者間の適正な競争関係が長期的に継続する蓋然性（以下「競争の

持続性」という。）については、現時点での競争圧力は不十分であり、また、み

なし小売電気事業者と小売市場への新規参入者（以下「新電力」という。なお、

新電力には、当該供給区域以外の供給区域に係るみなし小売電気事業者を含み、

当該供給区域に係るみなし小売電気事業者の子会社その他関連会社を除く。）の

間での電気の調達に係る公平性についての懸念も存在することから、現時点で

競争が持続的に機能する環境とは認められない。 

以上を総合的に判断すると、現時点の競争状況にかんがみれば、２０２０年４

月の時点においては、東京電力及び関西電力の供給区域については改正法附則

第１６条第１項の規定により指定することが適当と考えられる。 

 

（上記以外の各供給区域） 

消費者等の電気の使用者の状況については、一定程度競争的な環境に進みつ

つあるが、各供給区域によって、自由化の認知度その他の事項について相当な濃

淡があり、各供給区域におけるスイッチングの状況（累積値、フロー値）は、東

京電力及び関西電力の供給区域と比較すれば、相対的に少ないことから、現状で

はまだ十分とは認められない。 

競争圧力については、現状では、東京電力及び関西電力以外の供給区域におい

ては、供給区域における市場シェアが５％程度以上の小売電気事業者は存在せ

ず、市場シェア５％程度に満たない小売電気事業者についても有力・独立と考え

られる競争者は見当たらず、十分な競争圧力が存在するとは認められない。なお、

競争者が利用可能な供給余力については、各供給区域とも、電力広域的運営推進

機関による最新の供給計画とりまとめを踏まえると、現時点では、基本的には問

題はないと考えられる。 

競争の持続性については、現時点での競争圧力は不十分であり、また、みなし

小売電気事業者と新電力の間での電気の調達に係る公平性についての懸念も存

在することから、現時点で、競争が持続的に機能する環境とは認められない。 

以上を総合的に判断すると、現時点の競争状況にかんがみれば、２０２０年４

月の時点においては、東京電力及び関西電力以外の供給区域についても、改正法

附則第１６条第１項の規定により指定することが適当と考えられる。 
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３．経過措置の撤廃に関する諸課題について 

（１）個別の経過措置料金メニューについて 

経過措置料金メニューには、３段階料金制となっている一般家庭向けの

従量電灯向け料金メニューの他に、農事用電力向け料金メニューや公衆街

路灯向け料金メニューといった、特定の用途に限定した料金メニューも存

在する。経過措置料金が存続する限り、これらの料金メニューは引き続き

存続することとなるが、料金メニューの中には、４０年以上前の導入当時

の社会情勢や電力需給状況等に即して作られているものもあり、必ずしも

昨今の社会情勢や電力需給状況等を反映したものとはなっていないため、

需要家及び新規参入者である新電力の意見を丁寧に伺いつつ、当該メニュ

ーの利用実態や、社会的・経済的な意義等について確認しながら検討を行

った。 

 

（参考）経過措置料金メニュー一覧6 

 
 

①農事用電力向け料金メニュー 

（料金メニューの概要） 

農事用電力向けの料金メニューは、農事用のかんがい排水・脱穀調整・

育苗栽培に用途を限定して動力を使用する需要に対して適用される。中で

も最も契約数の多いかんがい排水向けの農事用電力メニューについては、

                                                   
6 大手電力会社により経過措置メニューの構成は異なる。 
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土地改良区7や農業者等が、農作物の栽培のために必要な農業水利施設の動

力として利用している。このため、需要実績にはその季節性が反映されて

おり、毎年春～秋にかけて需要が活発になる一方で冬には需要が落ち着

き、それが毎年反復されるという特徴を有している。 

現在の農事用電力向け料金メニューの元となる料金メニューは戦前から

存在しており、当時の水主火従・冬ピークの需給構造の中で、農事用かん

がい排水等の需要期が主として豊水期の昼間オフピーク時に当たることか

ら、余剰電力を有効利用できる新規需要として比較的安価な料金設定がな

された。その後、電源構成が水主火従から火主水従へと転換してからも、

需要家への影響を考慮し、料金は割安な水準（供給区域にもよるが、類似

の低圧電力向け料金メニューに比して、基本料金単価は約３～６割、従量

料金単価は約１．５～４．５割程度割安）にとどめおかれた経緯がある。

このように、標準メニューに比べて料金水準が非常に低いことに加えて、

本料金メニューについては、その他のメニューとは異なり、不使用期間に

は電気料金がかからない体系（その他のメニューでは、不使用月でも基本

料金の半額が請求される）である一方で、その他のメニュー同様に、小売

電気事業者としては、不使用期間においても託送料金の基本料金相当を支

払う必要があることから、新規参入者である新電力にとっての参入障壁は

高く、結果として需要家による新電力へのスイッチングは極めて少ない状

況となっている。 

 

（参考）農事用電力向け料金メニューの利用例8 

 

 

（小委員会における議論） 

２０１８年１１月の小委員会において、全国土地改良事業団体連合会及

び愛知川沿岸土地改良区から、土地改良区の置かれた状況や、農事用電力

                                                   
7 農業水利施設（ダム、水路等）の建設、管理、農地の整備等の土地改良事業を実施する

ことを目的として土地改良法に基づいて設立される農業者の組織。 
8 大手電力会社により対象となる用途は異なる。 
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の使用状況及び経過措置が廃止された場合の影響等に加えて、本料金メニ

ューが国土保全や防災に寄与していること等から、同メニューの存続を強

く求める意見が寄せられた。これに対し、２０１９年２月の小委員会にお

いては、農林水産省より、農業水利施設における省エネルギー対策や、維

持管理費負担軽減への支援策等について紹介があり、農業所管省庁として

の支援策について紹介がなされた。また、関西電力及び九州電力からは、

農事用電力向け料金メニューについて、「本料金メニューについては、その

時々の競争状況や経営環境等を総合的に勘案した上で判断していくことに

なると考えているが、仮に経過措置解除となっても、当面は、現行の農事

用電力を取り止めることは考えていない」旨の発言があり、その後、事務

的に他の大手電力会社８社（北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパ

ートナー、中部電力、北陸電力、中国電力、四国電力、沖縄電力）に確認

を行ったところ、同様の意向を有している旨の回答が得られた。他方、委

員からは、大手電力会社が低廉な料金体系を維持することについて、農業

振興のためのメニューであることから、現状の負担の在り方を問題視する

意見や、本来的には、農業産業強化策の一環として農事用電力を取り扱う

ということもあり得るという旨の意見があった。 

これらを踏まえると、本料金メニューについては、経過措置の有無にか

かわらず、当面は大手電力会社により現体系が維持される見込みであるも

のの、電力自由化の観点において、特定の需要家に対する低廉な料金メニ

ューの提供については、自由な競争を歪めることになりかねないため、料

金メニュー以外の手当についても、将来的な課題として認識しておく必要

がある。 

なお、一部の大手電力会社からは、農事用向け料金メニューの提供以外

に、ＩＴを活用した農業効率化や、省エネ化に向けたコンサルティング等

のサービス事例が紹介されたところ、こうした動きは、電力システム改革

の目的の一つである「事業機会拡大」「需要家選択肢拡大」にも寄与するも

のであり、将来的な発展を目指す観点から、需要側・供給側それぞれの不

断の努力と取組を通じて、双方に利点のある形で協力関係が構築されるこ

とが望ましい。加えて、主な需要家である土地改良区の一部では、小水力

発電機や太陽光パネルを設置し、自ら電気料金を抑制しようとする取組

や、改正土地改良法に基づく経営合理化の取組が進められており、こうし

た努力をすることは引き続き慫慂される。 
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②公衆街路灯向け料金メニュー 

（料金メニューの概要） 

公衆街路灯向けの料金メニューは、一般道路、橋、公園等に照明用とし

て設置された電灯や交通信号灯の電灯需要に適用され、１９７３年に初め

て独立の契約種別として扱われるようになった（１９７３年以前は定額電

灯向けあるいは従量電灯向け料金メニューに包含されていた。）。主な利用

者は県道・市町村道の道路管理者等である官公庁となっており、割合とし

ては、官公庁が約４割、警察が約１割、その他（町内会等）が約５割とな

っている9。契約口数は、近年緩やかに増加しており、全国合計で１,２０

０万件を超える一方、エネルギー効率の高いＬＥＤの普及等の影響によ

り、２０１６年の販売電力量は約６０億 kWhと１０年前に比べて約２割減

少している。料金水準としては、導入当時から原価面における特性を踏ま

え、類似メニューである定額電灯向け料金メニューに比べ、１割程度割安

な価格で提供されてきたことに加え、大半が競争入札によらない随意契約

となっていることから、農事用向け料金メニュー同様に、新電力へ切り替

える需要家数は限られている。 

 

（参考）公衆街路灯向け料金メニューの利用例 

 
 

（小委員会における議論） 

資源エネルギー庁において実施したアンケート調査によると、公衆街路灯

向け料金メニューにおいてスイッチングが進まない理由として、官公庁等の

需要家からは、競争入札への移行を検討しているものの、スイッチングに必

要となる供給地点特定番号や住所等の情報の集約作業が負担となる旨の意

見が寄せられた。一方、新電力からは、まとまった単位での受注が期待でき

るものの、スイッチングの際の供給地点特定番号や住所等の入力手続きが煩

                                                   
9 大手電力会社による概算調べ。 



13 

 

雑である旨の意見が寄せられた。こうした状況を踏まえ、今後においては、

①官公庁等の需要家による競争入札への移行を促すための仕様書のひな形

の作成や、②スイッチング手続きの見直しに取り組むことが適当と考えられ

る。 

 

③その他の料金メニュー 

定額電灯向けや臨時電灯・電力向け料金メニューについては、それぞれ

の料金メニュー特有の課題は寄せられなかったことから、既に新規参入が

進んでいる従量電灯向け料金メニューや低圧電力向け料金メニューと同等

に取り扱うことが適当と考えられる。今後とも、適正な競争の確保の観点

からは、現在経過措置料金メニューを利用している需要家に対して、既存

事業者や新規参入者によって、新たな料金メニューやサービスが提供され

る機会が拡大していくことが望ましいと考えられる。 

 

（２）その他経過措置に関連する制度について 

①燃料費調整制度 

（制度の概要） 

燃料費調整制度は、事業者の効率化努力の及ばない燃料価格や為替レー

トの影響を迅速に料金に反映することにより、為替差益の消費者還元と事

業者の経営環境の安定を目的として１９９６年に導入された。その後、電

力自由化が段階的に進められる中にあっても、燃料価格や為替レートの変

動を迅速かつ中立的に料金に反映する仕組みとして機能してきたが、２０

１６年４月の小売全面自由化以降、多様な料金メニューの提供による新た

な競争が進む一方、料金比較の基準となる大手電力会社の経過措置料金に

燃料費調整があるため、新電力各社は必ずしも自社の電源構成と整合しな

い、大手電力会社と同一の燃料費調整を料金メニューに適用することが一

般化している10。 

 

（小委員会における議論） 

燃料費調整制度は、燃料価格や為替レートの変動を迅速かつ中立的に料

金に反映させるものであるが、経過措置が撤廃された後については、基本

的には制度としては存続しないこととなる11。その上で、事業者が自由料金

メニューとして燃料費調整を行うことは、需要家に対する説明責任を果た

                                                   
10 新電力におけるほぼ全て（約９９%）の自由料金メニューに燃料費調整が設定されてい

る。（電力取引報より） 
11 離島供給に係る燃料費調整を除く。 
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した上であれば 、他の事業者と合意の上実施する場合（独占禁止法上、カ

ルテルと評価される場合）を除き、原則として事業者の自由となると考え

られる。 

他方、需要家が電気料金の比較を行う上では、基準指標となる大手電力

会社の燃料費調整項が新電力でも採用されていることで、納得性の高い比

較が可能となるため、燃料費調整制度は必要であるという意見がある。実

際に新電力も、全ての大手電力会社が燃料費調整を行っている現状におい

ては、参照すべき価格指標が限定されるため、料金比較を需要家に効果的

に訴求するべく、大手電力会社の燃料費調整項を用いることが一般化して

いる実態12,13がある。 

上記を踏まえると、料金比較の観点で需要家が求めているものは、料金メ

ニューの比較容易性14（あるいは選択したメニューが他のメニューより継続

的に安価であること自体）であって、必ずしも燃料費調整制度そのもので

はないと考えられる。このため、経過措置が撤廃された後において市場シ

ェアの大きな事業者が標準的な電気料金メニューを定め、それを公表15,16,17

していく等、需要家にとっての比較容易性を確保・向上していくことが望

ましい。今後、燃料費調整の適用有無については、経過措置撤廃後は原則

として自由となることを前提に、経過措置が撤廃されるまでの間に、上述

の方向性を踏まえながら、需要家にとっての比較容易性の確保・向上につ

いて引き続き詳細検討を行っていくことが適当と考えられる。 

  

                                                   
12 これらの実態を踏まえれば、仮に経過措置が撤廃された後であっても、制度としての燃

料費調整はなくなるものの、大手電力会社、新電力の双方で小売料金における燃料費の調

整が一般化していることを踏まえると、引き続き商慣習として存続する可能性も考えられ

る。 
13 燃料費調整制度の存在が、先物市場の育成に影響があるとの意見もあった。 
14 大手電力会社、新電力の双方で小売料金における燃料費の調整が一般化している実態を

踏まえれば、需要家にとって、燃料費調整制度が存在することで、事業者間の料金比較可

能性の向上に寄与する側面があると考えられるものの、燃料費調整制度のみで事業者間の

料金比較が容易に実施できるとは限らないことに留意する必要がある。 
15 現行の小売営業ガイドラインにおいて、小売電気事業者が低圧需要家向けの定型的なメ

ニューを標準的なメニューとして広く一般に公表することが望ましい行為として記載され

ている。 
16 標準メニューとして、固定料金型のメニュー、市場連動型のメニュー、燃料費連動型の

メニューなど、どのようなメニューをどのように定義し、これらがどのように公表される

と、比較容易性が確保されるかについては、更に議論が必要。 
17 こうした措置を実現するためには、新たなシステムを開発することも必要と考えられる

ため、一定のリードタイムが必要となることにも配慮が必要。 
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（参考）卸電力取引市場価格と燃料価格の推移 

 

 

②三段階料金制度（詳細は監視委とりまとめを参照。） 

三段階料金は、１９７４年、高福祉社会の実現や省エネルギーの推進と

いう経済社会の基本的要請に、総括原価主義の枠内で対応を図るという観

点から導入された。現行の経過措置料金も三段階料金となっており、月に

１２０kWhまでの使用量についてはナショナルミニマムに基づく低廉な料

金水準になっており、概ね３００kWhまでの使用量についてはほぼ平均費

用に対する料金となっている。この点、重点審査を行った関西電力、東京

電力エナジーパートナー、及び北陸電力からは、仮に経過措置規制が解除

された後においても、三段階料金を当面維持するとの方針の表明があっ

た。 

ただし、現行の三段階料金については、資源配分の効率性との関係に加

え、所得の多寡、家族数の大小、自家発電設備保有の有無等を問わず、一

定の使用量までは抑制された料金となっていることが前述の目的との関係

で合理的なものか否かに疑問を指摘する意見があり、中長期的に料金体系

の中で存続し続けることが真に妥当であるか将来的に検証が必要である。 

 

③最終保障供給制度 

（制度の概要） 

２０１６年の小売全面自由化後、経過措置料金が存続する間において

は、一般家庭等の低圧需要家が供給者を選択できないときは、大手電力会

社の提供する経過措置料金が、セーフティネットとしての最終保障供給の

役割を担っている18。一方、経過措置の撤廃後においては、低圧分野におい

ても一般送配電事業者が最終保障供給約款を設定し、約款に基づく供給条

                                                   
18 現状、特別高圧・高圧分野においては、一般送配電事業者が最終保障供給を実施。 
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件により最終保障供給を行うこととなっており、供給者を選択できない場

合のラストリゾートとしての機能を担うこととなる。 

 

（小委員会における議論） 

〇最終保障供給利用主体 

最終保障供給の利用主体としては、例えば、①小売電気事業者の倒産・

事業撤退により強制的に契約切替えを余儀なくされた需要家や、②料金不

払いにより小売電気事業者との契約を解約された需要家等が想定され19,20、 

最終保障供給は、このような需要家のセーフティネットとして機能するこ

とが期待される。他方、電力システム改革専門委員会報告書においては、

「あくまで最終保障はセーフティネットであり、需要家が最終保障サービ

スに過度に依存することや、送配電事業者が最終保障サービスのための電

源を自ら保有することは、この制度の想定するところではない。」とされて

いることからも、こうした需要家にあっては、直ちに最終保障供給を申込

むのではなく、元の小売電気事業者との再契約や、新たな小売電気事業者

に対して契約を申込むことを基本とすることが適当と考えられる（特に上

記②のケースでは、まずは解約原因を解消することが必要）。 

 

（参考）想定される最終保障供給利用ケース 

 

                                                   
19 東京電力パワーグリッドからの聞き取りによれば、特別高圧、高圧分野において、最終

保障供給に至る理由としては、電気料金の不払いにより小売供給契約を解約された需要家

が、次の小売電気事業者と契約をするまでに一時的に利用するケースが大宗を占めるとの

由。 
20 低圧分野においては、２０１７年度、約２３５万件（データの確認ができなかった中部

電力、関西電力は含まれていない。）の需要家が電気の供給停止を受けている。そのう

ち、東電エリアの規制料金メニュー需要家においては、料金の不払い等により、約１３０

万件の供給停止が行われ、その後解約に至った案件は約１４万件（約１１％）存在する。 
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〇最終保障供給料金メニュー 

経過措置期間中においては、大手電力会社の特定小売供給約款に基づ

き、低圧需要に対する最終保障供給が実質的に行われている。一方、経過

措置撤廃後は、一般送配電事業者の最終保障供給約款に基づいて最終保障

供給が行われることとなるところ、前述のとおり、この仕組みはあくまで

セーフティネットであり、需要家が最終保障サービスに過度に依存するこ

とや、送配電事業者が最終保障サービスのための電源を自ら保有すること

は、想定されていない。このため、最終保障供給約款の料金メニューにつ

いては、①全ての需要家が供給を受けられること、②需要家が常時依存を

しないよう、必要最低限の料金メニューであることを基本とし、現在一般

送配電事業者が作成している特別高圧・高圧の需要家に対する最終保障供

給約款の料金メニューと同様に、一般送配電事業者が、最終保障供給に要

するコストや、エリアシェアが大きい小売電気事業者の料金メニュー等を

勘案し、説明責任を果たしつつ、自ら設定することが適当と考えられる21。

その際、基本的には一般送配電事業者が自ら説明責任を果たして設定する

ものであるとしても、低圧分野については、その需要家に一般の消費者が

含まれることも踏まえ、必要に応じて、不当な料金水準となっていないか

その妥当性についてチェックしていく必要があると考えられる22,23。 

 

④常時バックアップ 

（制度の概要） 

常時バックアップとは、新電力がエリアの大手電力会社から電気の一部

卸売を継続的に受けて、需要家に対して電力供給を行う形態を指し、電気

事業法上規制を受けない私契約（常時補給電力契約）に基づくものである

が、「適正な電力取引についての指針」において、その契約行為における公

正かつ有効な競争の観点から問題となる行為等が記載されている。常時バ

                                                   
21 一般送配電事業者が低圧需要に対する最終保障供給を行うにあたり、必要となるシステ

ムや体制整備等の準備に期間を要することに配慮が必要。 
22 経過措置撤廃後においては、一般送配電事業者は、電気事業法に基づき、最終保障供給

約款として経済産業大臣に届け出ることとされている。その場合、経済産業大臣は、一般

送配電事業者の設定する最終保障供給の料金が、「社会的経済的事情に照らして著しく不

適切であり、最終保障供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそ

れがある」場合に、その変更を命じることができる。 

23 現行の最終保障供給約款（特別高圧・高圧）においては、大手電力会社が設定している

標準的な料金メニューの約２割増しの料金が設定されている。 
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ックアップは、２０００年の部分自由化にあわせて導入され、新規参入者

の主要な電源調達手段となっているものの、卸電力市場が活性化するまで

の過渡的措置と位置付けられており、将来、卸電力取引市場が活性化した

場合には廃止することが望ましいとされている。 

 

 
 

（小委員会における議論） 

足元の卸電力市場の状況に鑑みれば、常時バックアップを廃止する状況には

ない一方、その利用実態が必ずしも政策目的に沿っていない可能性があること

や、今後ベースロード市場が創設されることを踏まえ、常時バックアップの締

切り時間を前倒しする措置及び常時バックアップの購入可能枠からベースロー

ド市場の約定分を控除する措置を実施することが適当と考えられる。 

 

４．事後監視等について 

監視委とりまとめを踏まえると、実効的な事後監視の仕組みその他必要と考

えられる事項については下記のとおりとすることが適当である。 

 

（実効的な事後監視の仕組み） 

経過措置料金の撤廃後であっても、指定旧供給区域のみなし小売電気事業者

と競争関係にある小売電気事業者の撤退その他の事情によって市場環境が一時

的に変化し、地域や電気の使用者層によっては、競争圧力が多少なりとも減少

する可能性が否定しきれないこと、電気は使用者にとって必需品であるといっ

た事情を踏まえると、みなし小売電気事業者がその有力な地位を濫用した不当

な値上げ等の行為（以下「地位濫用行為」という。）を行うことは、電気の使

用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達を図る観点から問題となる行為と

して業務改善勧告等の対象とすることが適当である。 
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また、電気の使用者に不測の損害が生じることを防止する観点から、経過措

置料金の撤廃後においても、当面３年間程度、地位濫用行為の有無について特

に積極的に監視する必要がある。このため、電力・ガス取引監視等委員会が当

該指定旧供給区域のみなし小売電気事業者を対象として、報告徴収等を利用し

て、収益の状況や料金メニューの状況等に関する情報収集及び監視を定期的に

行う必要がある。 

 

（その他必要と考えられる事項） 

小売市場における新規参入を促し、競争を活性化させるためには、卸市場の活

性化が不可欠である。新規参入者の電源調達環境を改善していくため、みなし小

売電気事業者の社内及びグループ内における小売市場の競争を歪めるおそれが

ある不当な内部補助を防止するための方策がより一層、具体的に検討されるこ

とが必要であるのみならず、その他の競争促進策について引き続き推進してい

く必要がある。 

また、小売市場における競争を活性化する観点から、電気の使用者がスイッチ

ング先を円滑に選択できるための環境整備が有益である。こうした観点から、例

えば、価格比較サイトの充実などを含め、実効的な競争基盤の整備に向けた検討

を引き続き行っていく必要がある。 

 

５．指定の見直しについて 

監視委とりまとめを踏まえると、指定の見直しについては、以下の通り、概ね

年に１回程度、指定解除の審査対象区域の検討が行われることが適当である。 

 

（再審査の在り方） 

経済産業大臣が供給区域毎の競争状況等を勘案して、経過措置料金を２０２

０年４月以降も存続させることとして指定した区域（指定旧供給区域）について

は、別途、指定解除する旨の判断がない限り、経過措置料金が存続することとな

る。 

このため、指定旧供給区域については、適切な時期に改めて競争状況の評価を

行い、指定を解除することの是非を判断する必要がある。この指定解除の判断は、

指定等基準と同様の考え方に照らして行うことが想定されるが、その内容に照

らすと、「有力で独立した競争者」の新たな登場や既存の有力競争者の状況、需

要家のスイッチングの状況など、各指定旧供給区域の競争状況について「顕著な

進展」があった場合など、再審査を行う合理的な理由があると判断される区域を、

指定解除の審査対象区域とすることが適当である。  
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具体的な審査対象区域の選定については、概ね年に１回程度検討が行われる

ことが適当である24。 

 

おわりに 

本報告書では、電力システム改革において、「規制なき独占」を防ぐ観点か

ら、経過措置適用区域指定等基準及び競争状況の評価等の取りまとめを行い、

２０２０年４月時点においては、全区域において、電気の使用者の利益を保護

する必要性が特に高いという結論を得た。電力システム改革の目的として、安

定供給の確保、料金の最大限の抑制、事業者事業機会及び需要家選択肢の拡大

が位置付けられているところ、この趣旨にかんがみれば、経過措置が撤廃され

た結果として、規制なき独占による料金の上昇を招くということがあってはな

らない。このため、今後とも引き続き、経過措置が導入された趣旨や電力シス

テム改革の目的を十分に踏まえつつ、各供給区域の競争状況を詳細に評価して

いくことが必要である。 

なお、本報告書に記載した経過措置に関連する諸課題のうち、更なる詳細検

討が必要なものについては、本小委員会等において、引き続き検討を進めてい

くこととする。 

 

 

別紙：電力・ガス取引監視等委員会 意見回答 

  

                                                   
24 当事者等から、競争状況の顕著な進展を示す合理的な根拠に基づく申し出等があった場

合は、その内容についても吟味することとする。 
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